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社保協 FAX ニュース  26.1.27  
                      和歌山県社会保障推進協議会  

TEL 073-425-9355 FAX073-488-7623 
不服審査請求 口頭意見陳述を迎える 
  〜事前の意見交換交流会を開催しました 
後期高齢者医療、介護保険、国保に関する不服審査請求は口頭意見陳述を迎えます。それに先立

って、意見交換交流会を開催しました。 
今回はじめて意見陳述を行う方も参加して頂き、どんなことを言えばいいのか、処分庁に聞くこ

となど意見を出し合いました。 
介護保険に関しては、「保険料が応能負担になっていない、1，000 万円以上の収入がある被保険

者は保険料がそれ以上増えない」「介護保険料を払っても、いざ介護が必要になった時にサービスが

受けられないのが心配。」 

後期高齢者医療に関しては、「後期高齢者の人間ドックを 74 歳までの住民と差別無く受けさせる
よう、市町村に働きかけをおこなってほしい。」「聴力検査は、国になくても独自に実施してもら
いたい。」「来年度は保険料を下げてほしい。」「保険料が一昨年は 1 万円、去年は 2 万円も上がっ
た。子育て支援のために高齢者に保険料を負担させるのはおかしい」 

 国保に関しては、「保険料負担が重すぎる。」「和歌山市の国保は黒字。来年は保険料を下げてほし

い。」など、思いが出されました。 
 当日は、補佐人をつけて 2 人で入るようにした方が不安が和らぐのではないかという提案も頂き

ました。 
 
◎岩出市 はじめて国保の不服審査請求を行いました。 
岩出市で、3 人の方が国保の不服審査請求をはじめて行いました。国保税が高いという実感から行

動に結びつきました。口頭意見陳述に臨まれた M さんが感想を寄せてくれましたので、ご紹介しま
す。 
■昨年 11 月、私は生まれて初めて国民健康保険税（以下「国保税」）に対する不服を担当者に訴えました。 

私の訴えは、以下の 2 点でした。 

①日本は毎年出生率が下がり続け、国は対策を進めている。その1つとして、国は令和4年度からは未就学

児の均等割りを１/２に減額している。その際、印南町は 18 歳未満までこれを拡大した。岩出市でも廃止が

無理なら、せめて減額を。 

②私が年間に収めている税額は、805,402 円（国保税、介護、自動車、固定資産）。更に消費税。私の年金

額（2 か月で 55 万円）と比べると 3 か月分を上回る。これは、いかにも多く取り過ぎている。 

岩出市の担当者は、「この国保税は法律や条例上、何の問題もない。ただ、松房さんの訴えには共感できる

部分がある。県にはそのような意見があったことは伝える」と応じてくれました。 

 会場は、ロの字に長机が並べられた岩出市役所内の一室。相手方は、私の真向いに保険介護課の副課

長を含め 3 人が座り、左隣には審理員が 1 人、更に右側には事務方が 2 人で、合計 6 人がいました。訴え

の時間は、45 分間。こちらは、私と補佐人の T さんの 2 人でした。 

初めての経験でしたが、全く緊張はしませんでした。というのも、私自身上記の２つを是非とも訴えたかった

からです。特に、２番目の訴えはいくら法的に問題がないといっても、私の年金に占める税の大きさに相手

が「確かに」と共感すると、自信があったからです。 

今回のことで、直接、担当者に要望することの意義を実感しました。私は今年も再度、不服審査請求をしま

す。 
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                      2026 年  月  日 

衆議院議長 様 

参議院議長 様 

最高裁判決に従い生活保護制度を充実してください 
 

【請願趣旨】 

最高裁判所は 2025 年 6 月 27 日、国が 2013 年から行った生活保護基準引き下げは違法と

の、画期的な原告勝訴判決を出しました。判決が出ても、生活保護利用者の十余年にわたる

困苦はすぐに解消されません。一刻でも早く解消にむけた行政上の措置を求めるものです。 

生活保護利用者は、平均 6.5％、最大 10％もの生活扶助費が減額され、その影響が長期間

続いた上に、現在の物価高騰、猛暑の激化で生活は一層困難になっています。「バランスの

取れた食事がとれずに体重が 3キロも減った」「理由をつけて冠婚葬祭に欠席している」「入

浴回数を減らし、体臭を気にする毎日」など、生存権が侵害され続けています。 

生活保護基準は、保護基準を第１・十分位層（所得階層を十等分して一番低い層）との比

較を考慮して決めるとなれば、際限ない基準引き下げとなることは明らかです。2028 年の

基準改定に向けて、早期に論議を開始し英知を集めて方式改善することが必要です。 

 

 【請願項目】 

１、 生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟において、原告勝訴判決を受け入れ、基準を

引き下げ前の２０１２年時に戻すこと。 

２、 近年の物価高騰に見合う１０％以上の大幅な基準引き上げを行うこと。 

３、 次回基準改訂は、際限のない基準引き下げを招く第 1・十分位（所得階層を十等分して

一番低い層）との消費支出を比較する手法は改め、「健康で文化的な生活」水準を保障

することのできる新たな方法で行うこと。 

 

氏  名 住    所 

          都 道 

         府 県 

          都 道 

         府 県 

          都 道 

         府 県 

          都 道 

         府 県 

          都 道 

         府 県 

（氏名、住所は、同上、〃、えんぴつは不可、住所は都道府県名から番地まで正確に書いてください） 

全国生活と健康を守る会連合会 
〒160-0022  
東京都新宿区新宿 5-12-15 電話 03-3354-7431 
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